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１．まちづくりアンケート結果報告（令和元年 9 月実施、区域 B・C・D） 

２．個別面談の実施報告 

３．事業化に向けた用地確保（売却希望面積）の状況について 

４．今後の進め方について 

５．協議会の対象者と運営委員の入替えについて 

【本資料の次第】 

 

【ご挨拶】 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、平成 31 年 3 月に予定しておりました

「第 20 回芝中央地区 蕨芝線・芝神根線沿道まちづくり協議会」を延期とし、新型コロ

ナウイルス感染症の収束を待ち、改めて協議会を開催する予定でしたが、現在に至っても

収束の目処が立たず、協議会を開催できない状況が続いております。 

つきましては、その協議会で説明を行う予定であった内容につきまして、まちづくりニ

ュースとして配布をさせていただき、説明に代えさせていただきます。 

 

 
発行/芝中央地区 

蕨芝線・芝神根線沿道

まちづくり協議会 

□ 第 20 回協議会配布資料について 

芝中央地区 蕨芝線・芝神根線沿道まちづくり協議会 

（今後、交通管理者である警察や道路管理者との

協議に応じて変更される場合があります。） 
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アンケート対象
範囲

都市計画道路

凡   例

芝中央地区の蕨芝線・芝神根線の整備に

ついては、区域を A～E の５つに分け、合

意の得られたところから沿道型の土地区画

整理事業で整備を進めることとしてこれま

で検討を進めてまいりました。 

このうち、区域 A・E については平成 30

年 2 月に芝中央沿道第一地区として事業が

スタートしておりますが、区域 B・C・D に

つきましては、事業に必要となる用地確保

の目処が立たないため、事業化に向けた検

討を継続している状況にあります。 

このため、昨年の９月に、再度、道路整

備に対するご意向等についてアンケートを

実施させていただきましたので、結果につ

いてご報告いたします。 

（１）アンケート調査内容 

区域 B・C・D の沿道の土地所有者 119 件の方を対象として、郵送による調

査を実施し、54 件（45.4％）の方から回答をいただくことができました。その

後、売却意向等の把握にあたり、希望者及び「条件により売却」と回答された方

を中心に個別面談を実施いたしました。 

■調査内容 

●所有者情報について（年齢、居住年数等） 

●協議会活動について 

（整備に対する期待・不安等） 

●道路整備に対する意向について 

（残留・売却希望・売却希望時期等） 

■調査期間 9 月 9日（月）～12月 9日（火） 

■回収 返信用封筒による回収 

■回収率 54 件／119 件（45.4％） 

■アンケート回収・面談スケジュール 

 

■土地区画整理事業区域（調整中含む） 
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（２）アンケート結果 

問 2：協議会活動について 

協議会の活動について、また、蕨芝線・芝神根線の整備についてご存知の方は 

8 割でした。 

 

問 1：回答者属性について 

回答された方の 5 割が 60 代以上で男性が 7 割、居住年数は 30 年超の方が 

6 割で家族構成は親子でお住まいの方が一番多い結果となっております。 
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問 2-2：都市計画道路（蕨芝線・芝神根線）の整備への期待と不安について 

期待するものとしては、交通安全の向上、防災性の向上、住環境の向上の順と 

なりました。 

【質問内容】 

【回答結果】 
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不安に思うものとしては、交通安全、騒音・排気、居住や商売が続けられるかの 

順となりました。 

 

【質問内容】 

【回答結果】 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 3-1：売却意向について 

所有される土地についての売却意向をお聞きしたところ、売却してもよい、条件

により売却しても良いと回答された方が 54 名中 29 名いらっしゃいました。 

問 3-2：事業において心配・不安に思うことについて 

土地区画整理事業で整備を行う際に心配・不安に思うことについては、補償

の内容、移転先（代替地）が多い結果となりました 
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問 3-3：土地を売却される場合の売却時期 

土地の売却を希望される方の売却時期についてお聞きしたところ、早ければ

早いほどよいと 2～3 年以内が 3 割、特に希望はないが 4 割という結果にな

りました。 

アンケートに回答いただいた 5４件の方のうち「条件次第で売却」と回答され

た方や事業についての不安や心配がある方等３８件の方と個別面談を実施しま

した。 

アンケート結果に個別面談の結果を反映した結果、すべて売却してもよいとい
う方が 14 名、一部売却の方が 2 名、条件次第が 2 名となりました。 

２．個別面談の実施報告 
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３．事業化に向けた用地確保（売却希望面積）の状況について 

区域 B・C・D の事業化には、4,600 ㎡ほどの用地確保（売却希望面積）が必

要となりますが、今回のアンケート及び個別面談の結果から、市有地と売却希望

の方の面積を合わせると 4,471 ㎡となり、必要となる面積の 97%を確保でき

る状況となりました。（条件次第で売却の方の面積も含めると 5,500 ㎡程度の

確保が見込める状況です。） 

この結果を受け、市といたしましては、区域 B・C・D の事業化に向けて手続

きを進めてまいります。 
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今年度（令和２年度）はアンケート調査の結果を踏まえ、事業化に向けた検討

を進めており、年度内に事業化に対する市の方針を決定する予定です。 

令和３年度は区域 B・C・D を対象とした土地区画整理事業の事業計画を作成

する予定です。 

令和４年度には、埼玉県に対し事業認可の手続きを行い、認可を得られ次第、

事業を開始する予定です。 

用地買収については、事業開始以降、売却希望者に対し実施していくこととな

りますので、順調に進めば令和 5 年度から買収を開始できる見込みです。 

（なるべく早く売却を考えている方は市街地整備室までご相談ください。） 

 
４．今後の進め方について 

■芝中央地区区域Ｂ・Ｃ・Ｄの今後の進め方 
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芝中央沿道第一地区（区域 A・E）の事業開始に伴い、今後の協議会の検討内

容は区域 B・C・D が中心となるため、区域Ａ・Ｅにおける芝中央沿道第一地区

の事業区域外の方は協議会の対象者から除外しております。 

第一地区については、蕨芝線・芝神根線の整備として残る区域 B・C・D と連

鎖的に事業を行っていくため、及び第一地区の事業進捗状況等を区域 B・C・D

にもフィードバックさせる必要があるため、引き続き第一地区は協議会の対象

とさせていただきます。 

 

 

 
５．協議会の対象者と運営委員の入替えについて 

【担当窓口の案内】 

【住所】川口市芝園町 3-17 川口市立教育研究所芝園分室 3 階 

【TEL】048-264-5321（直通） 

【URL】川口市役所 HP トップページ右上の 

［組織から探す］→[都市整備部]→[市街地整備室]→［芝第 2・第 5 地区のまちづくり］ 

また、協議会の運営委員について、任期満了に伴う委員の入替えを行い、区

域 B・C・D の関係権利者の割合を増やすこととなりました。 

人選については現委員及び関係町会長に依頼し、以下の通り選出させていた

だきましたのでご紹介致します。今後はこのメンバーで協議会の活動内容等に

つきまして検討して参ります。 

本ニュースの内容につきまして、ご質問等ございましたら、下記連絡先までお問い合わせ下さい。 

 


